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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年４月６日付けで金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６

号の２の規定に基づき提出しました株式会社サーラコーポレーションとの間で株式交換を行うことに関する臨時報告書

の記載事項の一部に、訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書

の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

２　報告内容

(3) 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容、その他の株式交換契約の内容

④　その他の株式交換契約の内容

 

３【訂正内容】

訂正箇所は、　　（下線）を付して表示しております。

 

（訂正前）

（前略）

第11条 （本契約の効力）

本契約は、(ⅰ)甲において、会社法施行規則第197条に定める数の株式を有する株主により会社法第796条第３

項に定める通知がなされた場合に効力発生日の前日までに本契約について乙の株主総会の承認が得られな

かった場合、(ⅱ)第６条第２項に定める株式交換承認総会において本契約の承認が受けられない場合、(ⅲ)

法令等に定められた本株式交換の実行に必要な関係官庁等の承認等が得られない場合、又は(ⅳ)前条に従い

本株式交換が中止され、若しくは本契約が解除された場合は、その効力を失う。

（後略）

 

（訂正後）

（前略）

第11条 （本契約の効力）

本契約は、(ⅰ)甲において、会社法施行規則第197条に定める数の株式を有する株主により会社法第796条第３

項に定める通知がなされた場合に効力発生日の前日までに本契約について甲の株主総会の承認が得られな

かった場合、(ⅱ)第６条第２項に定める株式交換承認総会において本契約の承認が受けられない場合、(ⅲ)

法令等に定められた本株式交換の実行に必要な関係官庁等の承認等が得られない場合、又は(ⅳ)前条に従い

本株式交換が中止され、若しくは本契約が解除された場合は、その効力を失う。

（後略）

 

以上
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